
全Ｌ協事業２第３６号 

令和２年７月１日 

 

正 会 員 各位 

 

（一社）全国ＬＰガス協会 

 

家電リサイクル法の施行状況（引取実績）等について 

                    （お願い） 

 

経済産業省及び環境省は、製造業者等が特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ

クル法）に基づき、全国の指定引取場所において引き取った廃家電４品目の台数を

公表されました。 

本リサイクル法については、令和元年６月１８日付け全Ｌ協事業元第４４号にお

いて、対象家電を引き取った小売業者に義務があることから、下記のとおりご対応

方お願いしています。 

つきましては、都道府県協会におかれましては、会員に対し、また、直接会員に

おかれましては、従業員や関係者等に対して、本件についてご周知方よろしくお願

いいたします。 

 

記 

 

１．家電リサイクル法の義務 

 ・家電リサイクル法上の小売業者は、排出者（お客様）から対象家電の引き取り

を要請された場合、原則、引き取り義務がある。 

 ・引き取りした対象家電は、製造事業者等にリサイクル券を活用して引き渡す義

務がある。 

 

２．家電リサイクル法上の小売業者となり得るＬＰガス販売事業者 

  対象家電４品目（①エアコン、 ②テレビ、 ③冷蔵庫・冷凍庫、 ④洗濯機・

衣類乾燥機）の小売販売を業として行っている事業者 

※リフォーム等を通じて対象商品を販売する事業者も含み、規模や頻度は問わ

ない。 
例：ＬＰガスの販売に付随してエアコンの小売販売を行う事業者 

 
３．家電リサイクル法の小売業者に該当しない場合 

 ・お客様から引き取りを依頼された場合は、お客様が直接家電リサイクル法に指

定されている法人、製造業者等に引き渡し、または市区町村に問合せのうえ処

分いただくように依頼し、自ら引き取りを行わないようにご注意ください。 



【参考】 

資料掲載先：経済産業省 家電リサイクル法の施行状況（引取実績）等 

（令和元年度分） 

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200622006/20200622006.html?from=mj 

 

 

○．家電リサイクル法の詳細に関するお問い合わせ先 

【問合せ窓口】 

 

 

 

以 上 

発信手段：Ｅメール 

担当：事業推進部 笠間、岩田 


